
（別紙１） 
 

消費税確定申告の対象となる課税期間において旧税率（３％、４％、6.3％）が適用され

た取引がない場合（新税率（6.24％、7.8％）が適用された取引のみの場合）の消費税及び

地方消費税の申告について、現行の消費税付表１－１及び付表４－１を使用すると、「合計

地方消費税の課税標準となる消費税額」の端数処理が正しく行われず、地方消費税額が100

円多く計算される場合があることが判明しました。 

様式の改訂を実施しておりますので、旧税率が適用された取引がない場合の消費税及び

地方消費税の申告書を作成される際には、新たな様式をご利用ください。 

 

〇 地方消費税の計算に影響が生じる事業者 

消費税及び地方消費税の確定申告において、地方消費税の計算に影響が生じるのは、その課税

期間中に、旧税率（３％、４％、6.3％）が適用された取引がなく、かつ、消費税が納税申告とな

る場合であり、以下のような事業者が納税申告書を提出する場合に影響が生じると考えられる。 

①  個人・法人共通 

・ 令和元年10月１日以後開業（設立）し、かつ、課税事業者選択届出書を提出し課税事業者

となり、かつ、納税申告書を提出する事業者 

  ・ 令和元年10月１日を含む課税期間が課税事業者であり、かつ、令和元年９月30日までの間

に旧税率が適用された取引がなく、かつ、納税申告書を提出する事業者 

・ 課税期間特例適用事業者、かつ、令和元年10月以後開始する課税期間について納税申告書

を提出する事業者 

・ 令和元年10月１日以後開始する課税期間の消費税中間申告（仮決算）を提出する事業者 

②  法人のみ 

令和元年10月１日以後設立し、かつ、「消費税の新設法人」又は「消費税の特定新規設立法

人」に該当する法人、かつ、納税申告を提出する法人 

 

〇 正しい計算方法 

 

※ 納付すべき地方消費税額については、100円未満の端数を切り捨てることとなるため、 

計算結果によっては影響が出ない場合がある。 


